
                      

 
令 和 5 年 1 1 月 2 4 日 

不動産・建設経済局不動産業課 

 

第 41 回「社会資本整備審議会産業分科会不動産部会」を開催します 
～不動産分野における、DX や空き家対策の推進に向けた取組について議論します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時：令和 5 年 12 月 1 日（金）10:00～12:00  

２ 場 所：中央合同庁舎 3 号館 国土交通省 11 階特別会議室（東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3） 

３ 議 題：①不動産分野における DX の推進について 

②不動産業における空き家対策の推進に向けた取組について 

③その他 

４ 委 員：別紙のとおり 

５ 取材等： 

・ 本部会は公開ですが、座席に限りがあるため、傍聴を希望される方は必ず事前に下記メールアド

レスに 11 月 29 日（水）18 時までにお申込みください。ただし、取材による撮影は冒頭までとさせて

いただきます。なお、希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。 

【宛先】 hqt-fudousan-bukai_atmark_gxb.mlit.go.jp 

※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。 

  ＜記載事項＞ 

   【件名】 傍聴申込み希望（第 41 回「社会資本整備審議会産業分科会不動産部会」） 

   【本文】 ①氏名（ふりがな）              例：国土 太郎（こくど たろう） 

         ②所属                     例：株式会社○○○○ 

         ③連絡先（メールアドレス、電話番号）   

・ 取材位置・時間については、係員の指示に従ってください。 

・ 配布資料は、事前に、以下の国土交通省ホームページに掲載します。 

＜資料掲載ページ＞ https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203_hudousan01.html 

 

国土交通省は、12 月 1 日（金）、第 41 回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会を開催します。 

不動産分野は DX の効果が大きく期待される分野であり、宅地建物取引業法におけるアナログ規制

の見直しや、不動産取引のオンライン化に係る環境整備など、不動産分野における DX の推進について

議論します。また、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正も踏まえ、不動産業における空き家

対策の推進に向けた取組について議論します。 

＜問い合わせ先＞ 

不動産・建設経済局不動産業課 大矢、水宮 

ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 25-116、25-119） 


